
JP 5496726 B2 2014.5.21

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１キャビネットと第２キャビネットとを互いにスライド可能に連結して構成された機
器本体を具え、第１キャビネットの表面に操作部が設置されると共に、第２キャビネット
の表面に表示部が設置され、前記機器本体は、両キャビネットが閉じて前記第１キャビネ
ットの操作部の少なくとも一部が第２キャビネットによって被覆された閉じ状態と、両キ
ャビネットが開いて前記第１キャビネットの操作部の全体が露出した開き状態との間で状
態を変更させることが可能である一方、前記第１キャビネットの表面には、前記機器本体
が前記閉じ状態と開き状態の何れの状態に設定されている場合においても第２キャビネッ
トによって被覆されることとなる被覆領域が設けられており、前記第１キャビネットの表
面には更に、前記操作部の設置領域とは異なる領域に、第１キャビネットをその表面から
内面へ貫通する貫通孔が開設され、第１キャビネットの内面側には、マイクロフォンが、
その集音面を前記貫通孔に向けた姿勢で配備されており、
　前記第１キャビネットと第２キャビネットとの間には隙間が形成されており、前記貫通
孔は、前記第１キャビネットの表面の前記被覆領域に形成されることにより、前記機器本
体が前記閉じ状態と開き状態の何れの状態に設定されている場合においても、第２キャビ
ネットの裏面によって覆われた状態で、前記隙間を介して前記機器本体の外部に通じてい
ることを特徴とするスライド式携帯電子機器。
【請求項２】
　前記貫通孔は、防水性と通気性を有する防水シートによって覆われている請求項１に記
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載のスライド式携帯電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スライド式携帯電話機等、マイクロフォンを具えたスライド式携帯電子機器
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　スライド式携帯電話機は、第１キャビネットと第２キャビネットとを互いにスライド可
能に連結して構成された機器本体を具え、第１キャビネットの表面には、複数の操作キー
によって構成された操作部が設置され、第２キャビネットの表面には、液晶表示パネルに
よって構成された表示部が設置されている（例えば、特許文献１参照）。機器本体は、第
１キャビネットと第２キャビネットをスライド方向に相対移動させることにより、両キャ
ビネットが閉じて操作部の少なくとも一部が第２キャビネットによって被覆された閉じ状
態と、両キャビネットが開いて操作部の全体が露出した開き状態との間で状態を変更させ
ることが可能である。一方、第１キャビネットの表面には、機器本体が閉じ状態と開き状
態の何れの状態に設定されている場合においても第２キャビネットによって被覆されるこ
ととなる被覆領域が設けられている。
【０００３】
　第１キャビネットの表面には更に、機器本体が開き状態に設定されているときに露出す
ることとなる領域であって、且つ操作部の設置領域とは異なる領域に、第１キャビネット
をその表面から内面へ貫通する集音孔が開設されている。そして、第１キャビネットの内
面側には、マイクロフォンが、その集音面を集音孔に向けた姿勢で配備されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－７１３６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、近年、スライド式携帯電話機を小型化することが望まれている。しかしなが
ら、従来のスライド式携帯電話機を小型化すると、これに伴って操作部及び／又は表示部
の設置領域が縮小されることになる。特に、第１キャビネットの表面の内、機器本体が開
き状態に設定されたときに露出することとなる領域においては、該領域に集音孔が形成さ
れているため、操作部の設置領域の縮小が顕著である。従って、操作部を構成する操作キ
ーのサイズが小さくなり、その結果、スライド式携帯電話機の操作性が低下することにな
る。
【０００６】
　そこで本発明の目的は、マイクロフォンを具えたスライド式携帯電子機器において、操
作部及び／又は表示部の設置領域を殆ど縮小させることなく、該スライド式携帯電子機器
の小型化を可能にすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係るスライド式携帯電子機器は、第１キャビネットと第２キャビネットとを互
いにスライド可能に連結して構成された機器本体を具え、各キャビネットの表面には操作
部及び／又は表示部が設置され、前記機器本体は、両キャビネットが閉じて前記第１キャ
ビネット側の操作部及び／又は表示部の少なくとも一部が第２キャビネットによって被覆
された閉じ状態と、両キャビネットが開いて前記第１キャビネット側の操作部及び／又は
表示部の全体が露出した開き状態との間で状態を変更させることが可能である一方、前記
第１キャビネットの表面には、前記機器本体が前記閉じ状態と開き状態の何れの状態に設
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定されている場合においても第２キャビネットによって被覆されることとなる被覆領域が
設けられており、前記第１キャビネットの表面には更に、操作部及び／又は表示部の設置
領域とは異なる領域に、第１キャビネットをその表面から内面へ貫通する貫通孔が開設さ
れ、第１キャビネットの内面側には、マイクロフォンが、その集音面を前記貫通孔に向け
た姿勢で配備されている。ここで、前記第１キャビネットと第２キャビネットとの間には
隙間が形成されており、前記貫通孔は、前記第１キャビネットの表面の前記被覆領域に形
成されることにより、前記隙間を介して前記機器本体の外部に通じている。
【０００８】
　上記スライド式携帯電子機器においては、機器本体が閉じ状態と開き状態の何れの状態
に設定されている場合においても、機器本体の外部の音は、第１キャビネットと第２キャ
ビネットとの間の隙間を通って機器本体の内部に入り込み、その後、貫通孔を通ってマイ
クロフォンの集音面に到達することになる。即ち、貫通孔は集音孔として機能することに
なる。従って、上記スライド式携帯電子機器は、機器本体の外部の音を、マイクロフォン
によって鮮明に捉えることが出来る。
【０００９】
　又、上記スライド式携帯電子機器においては、機器本体が開き状態に設定されていると
きであっても被覆領域は露出することがなく、該被覆領域に、集音孔として機能する貫通
孔が形成されている。従って、第１キャビネットの表面の内、機器本体が開き状態に設定
されているときに露出することとなる領域の全体を、操作部及び／又は表示部の設置領域
として使用することが出来る。よって、操作部及び／又は表示部の設置領域を殆ど縮小さ
せることなく、スライド式携帯電子機器を小型化することが出来る。従って、スライド式
携帯電子機器を小型化した場合でも、該スライド式携帯電子機器の操作性が低下し難い。
【００１０】
　上記スライド式携帯電子機器の具体的構成において、前記第１キャビネットと第２キャ
ビネットとの間には、これらをスライド可能に連結するスライド機構が設けられ、該スラ
イド機構は、スライド体と、スライド規定部とから構成されている。ここで、スライド体
は、前記第１キャビネットと第２キャビネットとの対向面の内、一方の対向面に固定され
ている。スライド規定部は、前記第１キャビネットと第２キャビネットとの対向面の内、
他方の対向面に固定されて、前記スライド体のスライド方向と、前記他方の対向面からの
スライド体の高さ位置とを規定している。具体的には、スライド規定部は、前記スライド
体の高さ位置を、前記第１キャビネットと第２キャビネットとの間に隙間が形成されるこ
ととなる位置に規定している。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明に係るスライド式携帯電子機器によれば、操作部及び／又は表示部の設置領域を
殆ど縮小させることなく、該スライド式携帯電子機器を小型化することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、本発明の一実施形態に係るスライド式携帯電話機を示す正面図である。
【図２】図２は、該スライド式携帯電話機の分解斜視図である。
【図３】図３は、該スライド式携帯電話機が具えるスライド機構を示す平面図である。
【図４】図４は、図３に示されるＢ－Ｂ線に沿う断面図である。
【図５】図５は、上記スライド式携帯電話機の機器本体について、その閉じ状態の説明に
用いられる正面図である。
【図６】図６は、図１に示されるＡ－Ａ線に沿う断面図である。
【図７】図７は、図６に示されるＣ領域の拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明をスライド式携帯電話機に実施した形態につき、図面に沿って具体的に説
明する。
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　図１は、本発明の一実施形態に係るスライド式携帯電話機を示す正面図である。図１に
示す様に、スライド式携帯電話機は、第１キャビネット(１)と第２キャビネット(２)とを
互いにスライド可能に連結して構成された機器本体(10)を具えている。第１キャビネット
(１)の表面(101)には、複数の操作キー(180)～(180)によって構成された第１操作部(18)
が設置されている。第２キャビネット(２)の表面(201)には、液晶表示パネル(27)によっ
て構成された表示部が設置されると共に、該液晶表示パネル(27)の設置領域とは異なる領
域に、レバースイッチ(４)と複数の操作キー(280)～(280)とから構成された第２操作部(2
8)が設置されている。
【００１４】
　図２は、スライド式携帯電話機の分解斜視図である。図２に示す様に、第１キャビネッ
ト(１)と第２キャビネット(２)との間には、これらをスライド可能に連結するスライド機
構(３)が設けられ、該スライド機構(３)は、スライド体(31)とスライド規定部(32)とから
構成されている。スライド体(31)は、第１キャビネット(１)と第２キャビネット(２)との
対向面の内、第２キャビネット(２)側の対向面（即ち、第２キャビネット(２)の背面(202
)）に固定される。一方、スライド規定部(32)は、第１キャビネット(１)と第２キャビネ
ット(２)との対向面の内、第１キャビネット(１)側の対向面（即ち、第１キャビネット(
１)の表面(101)）、具体的には第１操作部(18)の設置領域とは異なる領域に固定される。
【００１５】
　図３は、スライド機構(３)を示す平面図である。図４は、図３に示されるＢ－Ｂ線に沿
う断面図である。図４に示す様に、スライド規定部(32)に、その両端位置に左右一対のガ
イド溝(320)(320)が形成され、該一対のガイド溝(320)(320)には、スライド体(31)の左右
の縁部(310)(310)が摺動自在に係合している。斯くして、スライド規定部(32)は、スライ
ド体(31)のスライド方向を第１キャビネット(１)の長手方向(91)（図１参照）に規定して
いる。
【００１６】
　よって、上記スライド式携帯電話機の機器本体(10)は、第１キャビネット(１)と第２キ
ャビネット(２)をスライド方向に相対移動させることにより、図５に示す如く両キャビネ
ット(１)(２)が閉じて第１操作部(18)の全体が第２キャビネット(２)によって被覆された
閉じ状態と、図１に示す如く両キャビネット(１)(２)が開いて第１操作部(18)の全体が露
出した開き状態との間で状態を変更させることが可能である。又、第１キャビネット(１)
の表面(101)には、図６に示す様に、機器本体(10)が閉じ状態と開き状態の何れの状態に
設定されている場合においても第２キャビネット(２)によって被覆されることとなる被覆
領域Ｒが設けられることになる。
【００１７】
　上記スライド式携帯電話機のユーザは、図１に示す如く機器本体(10)が開き状態に設定
されている場合、第１操作部(18)と第２操作部(28)とを用いてスライド式携帯電話機を操
作することが可能である。又、図５に示す如く機器本体(10)が閉じ状態に設定されている
場合であっても、ユーザは、第２操作部(28)を用いてスライド式携帯電話機を操作するこ
とが可能である。
【００１８】
　上記スライド機構(３)において、スライド規定部(32)は更に、図４に示す様に第１キャ
ビネット(１)の表面(101)からのスライド体(31)の高さ位置を規定している。具体的には
、スライド規定部(32)は、スライド体(31)の高さ位置を、第１キャビネット(１）と第２
キャビネット(２)との間に隙間Ｇが形成されることとなる位置に規定している。従って、
図４及び図７に示す様に、スライド式携帯電話機の組み立て状態において、第１キャビネ
ット(１）と第２キャビネット(２)との間には隙間Ｇが形成されることになる。本実施形
態においては、隙間Ｇの幅寸法は０．４ｍｍ程度である。
【００１９】
　図２に示す様に、第１キャビネット(１)は、該第１キャビネット(１)の表面(101)を形
成する表面側ケース半体(11)と、該第１キャビネット(１)の背面(102)を形成する背面側
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ケース半体(12)とを互いに接合して構成されている。第１キャビネット(１)の内部には、
回路基板(５)が設置されている。ここで、回路基板(５)は、第１キャビネット(１)の表面
(101)に沿って広範囲に拡がった形状を有している。従って、回路基板(５)には、第１キ
ャビネット(１)の表面(101)の内、少なくとも第１操作部(18)の設置領域と被覆領域Ｒ（
図６参照）とが重なることになる。
【００２０】
　図２に示す様に、第１キャビネット(１)には更に、回路基板(５)の表面の内、被覆領域
Ｒが重なることとなる領域を覆う金属板(13)と、表面側ケース半体(11)と背面側ケース半
体(12)との接合面間に介在することとなるシール部材(14)とが配備されている。ここで、
シール部材(14)には、その一部が接合面間の領域から機器本体(10)の内側へ拡がることに
より、回路基板(５)の表面の内、金属板(13)によって覆われない領域の全体を覆う被覆部
(141)が形成されている。そして、金属板(13)とシール部材(14)とは、これらの間に隙間
を設けることなく一体に形成されている。
【００２１】
　第１キャビネット(１)の表面(101)の被覆領域Ｒには、該第１キャビネット(１)をその
表面(101)から内面へ貫通する第１貫通孔(15)が開設されている。又、金属板(13)には、
第１貫通孔(15)と対向する領域に、該金属板(13)をその表面から背面へ貫通する第２貫通
孔(131)が開設されている。ここで、スライド式携帯電話機の組み立て状態において、第
１キャビネット(１）と第２キャビネット(２)との間には隙間Ｇが形成されることになる
。従って、機器本体(10)が閉じ状態と開き状態の何れの状態に設定されている場合におい
ても、第１貫通孔(15)及び第２貫通孔(131)は、隙間Ｇを介して機器本体(10)の外部に通
じることになる。
【００２２】
　一方、図７に示す様に（図２も参照）、金属板(13)の表面には、第２貫通孔(131)を覆
って防水シート(60)が密着固定されている。具体的には、防水シート(60)は、接着テープ
(61)によって金属板(13)の表面に密着固定されている。ここで、防水シート(60)は、防水
性と通気性とを有している。従って、防水シート(60)は、水の通過を阻止する一方、音の
通過を殆ど妨げることがない。尚、防水シート(60)には、例えばゴアテックス社製のゴア
テックスシートを用いることが出来る。勿論、防水シート(60)には、防水性と通気性とを
有する様々なシートを採用することが出来る。
【００２３】
　上記第１キャビネット(１)の構成によれば、表面側ケース半体(11)と背面側ケース半体
(12)との接合面間からの水の浸入が、シール部材(14)によって防止されることになる。又
、第１貫通孔(15)から第１キャビネット(１)内に水が浸入した場合でも、該水が第２貫通
孔(131)を通過して回路基板(５)に到達することが、防水シート(60)によって防止される
ことになる。更に、第１キャビネット(１)の表面(101)側から第１キャビネット(１)内に
水が浸入した場合でも、該水が回路基板(５)に到達することが、一体に形成されている金
属板(13)とシール部材(14)とによって防止されることになる。斯くして、第１キャビネッ
ト(１)には防水構造が設けられている。
【００２４】
　図７に示す様に（図２も参照）、回路基板(５)の表面には、マイクロフォン(６)が、そ
の集音面を第２貫通孔(131)に向けた姿勢で配備されている。ここで、第１貫通孔(15)及
び第２貫通孔(131)は、第１キャビネット(１)と第２キャビネット(２)との間の隙間Ｇを
介して機器本体(10)の外部に通じている。従って、機器本体(10)の外部の音は、第１キャ
ビネット(１)と第２キャビネット(２)との間の隙間Ｇを通って機器本体(10)の内部に入り
込み、その後、第１貫通孔(15)と第２貫通孔(131)とを通ってマイクロフォン(６)の集音
面に到達することになる。即ち、第１貫通孔(15)と第２貫通孔(131)は集音孔として機能
することになる。よって、上記スライド式携帯電話機は、機器本体(10)の外部の音を、マ
イクロフォン(６)によって鮮明に捉えることが出来る。
【００２５】
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　上記スライド式携帯電話機においては、機器本体(10)が開き状態に設定されているとき
であっても被覆領域Ｒは露出することがなく、該被覆領域Ｒに、集音孔として機能する第
１貫通孔(15)が形成されている。従って、図１に示す様に、第１キャビネット(１)の表面
(101)の内、機器本体(10)が開き状態に設定されているときに露出することとなる領域の
全体を、第１操作部(18)の設置領域として使用することが出来る。よって、従来のスライ
ド式携帯電話機に比べて、第１操作部(18)の設置領域を殆ど縮小させることなく、スライ
ド式携帯電話機を小型化することが出来る。従って、スライド式携帯電話機を小型化した
場合でも、該スライド式携帯電話機の操作性が低下し難い。
【００２６】
　又、上記スライド式携帯電話機において、第１操作部(18)の設置領域を拡げて、該第１
操作部(18)を構成する各操作キー(180)のサイズを大きくしてもよい。この構成によれば
、スライド式携帯電話機の操作性が向上することになる。
【００２７】
　尚、本発明の各部構成は上記実施の形態に限らず、特許請求の範囲に記載の技術的範囲
内で種々の変形が可能である。上記スライド式携帯電話機において、第１キャビネット(
１)の表面(101)には、第１操作部(18)の他に、或いは第１操作部(18)に替えて、液晶表示
パネルが設置されていてもよい。又、第２キャビネット(２)の表面(201)には、液晶表示
パネル(27)のみが設置されていてもよい。更に、第１キャビネット(１)の表面(101)及び
／又は第２キャビネット(２)の表面(201)には、タッチパネル式の液晶表示パネルを設置
してもよい。更に又、液晶表示パネルに替えて、有機ＥＬ（Electroluminescence）表示
パネル、ＬＥＤ（Light　Emitting　Diode）表示パネル等、種々の画像表示パネルを用い
て表示部を構成してもよい。
【００２８】
　上記スライド式携帯電話機において、機器本体(10)が閉じ状態に設定されている場合、
第１操作部(18)の全体ではなく、その一部が、第２キャビネット(２)によって被覆されて
もよい。又、スライド機構(３)のスライド体(31)が第１キャビネット(１)の表面(101)に
固定され、スライド機構(３)のスライド規定部(32)が第２キャビネット(２)の背面(202)
に固定されていてもよい。
【００２９】
　上記スライド式携帯電話機に採用した各種構成は、ＰＤＡ（Personal　Digital　Assis
tant）等、種々のスライド式携帯電子機器に適用することが出来る。
【符号の説明】
【００３０】
(10)　機器本体
(１)　第１キャビネット
(101) 表面（対向面）
(13)　金属板
(131) 第２貫通孔
(14)　シール部材
(15)　第１貫通孔
(18)　第１操作部
(180) 操作キー
(２)　第２キャビネット
(201) 表面
(202) 背面（対向面）
(27)　液晶表示パネル（表示部）
(３)　スライド機構
(31)　スライド体
(32)　スライド規定部
(６)　マイクロフォン
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